
徳島県計画の進捗状況

「徳島県計画」の取組目標及び実績

基準年度 計画初年度 目標年度 実績 実績 実績 実績
令和元年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024

◎1
下請代金のうち、少なくとも
労務費相当分を現金払と
する県内建設企業の割合

93.6% 100% 88.4％
(参考値)

98.2％
(参考値)

94.1%
(参考値) ―

下請代金支払の適正化のため、建設業法令遵守ガイドラインの周知を図るとともに、国土交通省と連携し、10月から
12月の「建設業取引適正化推進期間」において、普及・啓発活動を実施した。
・建設業取引適正化推進期間のポスター掲示
・建設業取引適正化推進期間について市町村へ周知(R6.9.24)
・建設業法令遵守講習会(WEB開催)(R6.12.10)

引き続き、機会を捉え、関
係法令や建設業法令遵守
ガイドラインの周知を図り、
目標の達成に努める。

2 県から市町村への「徳島県
計画」や各種施策の説明 ― 2回以上 4回以上

(累計)
6回以上
(累計)

8回以上
(累計)

10回以上
(累計) 4回 8回

(累計)
9回

(累計)
10回
(累計)

「建設工事従事者の安全及び健康の確保並びに処遇の改善に関する徳島県計画」の各種施策の説明を実施した。
・徳島県公共工事品質確保支援連絡会議(R6.6.21)

引き続き、機会を捉え、市
町村への周知を実施する。

3 建設Gメンによる立入検査 約400件 400件
以上

800件
以上

(累計)

1,200件
以上

(累計)

1,600件
以上

(累計)

2,000件
以上

(累計)
425件 847件

（累計）
1,261件
（累計）

1,586件
（R6.12.1時

点）

建設業者の営業実態と法令遵守の状況を確認する「営業所調査」と工事現場の「施工体制調査」を実施する「建設
Gメン」※により、違反等が見受けられた場合は、指導・改善を行った。　※抜き打ち的に立入調査を行う制度
・325件(営業所調査 125件、施工体制調査 200件)

引き続き、立入調査を実施
し、目標の達成に努める。

4 合同現場点検・勉強会の
実施

不定期
(各庁舎)

年１回
以上

(全庁舎)

年２回
以上

(全庁舎)
18回 24回 21回 23回

土木施設パトロールや工事現場の安全管理業務のための勉強会を実施した。
・徳島庁舎 2回 ・吉野川庁舎 1回 ・阿南庁舎 4回 ・那賀庁舎 3回 ・美波庁舎 2回
・美馬庁舎 3回 ・三好庁舎 8回
　合計　23回

引き続き、合同現場点検・
勉強会を実施し、目標の達
成に努める。

5
請負代金内訳書への法定
福利費内訳明示実施県
内市町村の割合

0% 50%以上
(県導入) 100% 県導入 45.8％

(県導入)
50.0％

(県導入)
62.5％

(県導入)

県は、令和3年度より、受注者に社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を義務化するとと
もに、市町村の導入支援のため、会議等において国又は県から取組を説明し、周知徹底を行った。
・四国地方公共工事品質確保推進協議会(R6.6.21、R6.12.18)
・令和６年度徳島県公共工事契約業務連絡協議会講演会(R6.10.25)
・市町村へ国からの事務連絡を周知(R6.5.22)

引き続き、市町村の導入支
援のための取組を実施し、
目標の達成に努める。

6
週休２日工事(発注者指
定型工事)の実施(県工
事)

1億円
以上工事

５千万円
以上工事

３千万円
以上工事

２千万円
以上工事

原則全ての
県工事

原則全ての
県工事

5千万円
以上工事

3千万円
以上工事

2千万円
以上工事

全工事
（災害復旧工事

等を除く。）

・週休２日工事の対象を、全ての土木工事（災害復旧工事等を除く。）に拡大した。
・「月単位」の週休２日を導入した。

引き続き、週休2日工事の
対象を拡大し、目標の達成
に努める。

7 施工時期の平準化率 0.73 0.9以上 0.9以上 0.83 0.73 0.80 ―
速やかに繰越手続を行い、年度をまたぐ適正工期を設定し、端境期の工事量を確保した。また、工事着手日を発注者
があらかじめ指定する「工事着手日指定契約方式」により、施工時期の平準化に資する取組を実施した。

引き続き、平準化に資する
取組を継続することにより、
目標の達成に努める。

◎8 建設業における労働災害
死亡者数 ３人

死亡者数
「ゼロ」

を目指す

3人
(参考値)

3人
（参考値）

2人
（参考値）

2人
（参考値）

(R6.12.1時点)

◎9 建設業における労働災害
数(休業４日以上) 147人

139人
以下

(対R①▲
5%以上)

154人
(参考値)

※コロナ罹患者含
む

198人
（参考値）

※コロナ罹患者含
む

125人
（参考値）

※コロナ罹患者除く

98人
(参考値)

※コロナ罹患者除く

10 安全パトロールの実施(県
工事) 約200件 200件

以上

400件
以上

(累計)

600件
以上

(累計)

800件
以上

(累計)

1,000件
以上

(累計)
209件 447件

(累計)
682件

（累計）

924件
（R6.12.1時

点）

Ⅰ　責任体制の明確化、適正な請負代金・工期の設定

Ⅱ　施工計画等における安全及び健康の確保　・　Ⅲ　安全及び健康に関する意識の向上

取　組　項　目

(◎・・・主要指標)
令和6年度の取組状況 今後の取組について

県発注工事の建設現場で安全パトロールを実施し、安全管理が不十分な場合は、指導・改善を行った。
また、建設現場の事故防止のため、安全衛生講習会を開催した。
[安全パトロールの実施庁舎]
・徳島庁舎 63回 ・吉野川庁舎 12回 ・阿南庁舎 19回 ・那賀庁舎 15回 ・美波庁舎 32回
・美馬庁舎 53回 ・三好庁舎 27回 ・営繕課 21回
　合計　242回
[安全衛生講習会の開催状況]
・建設業従事者安全講習セミナー  1回　・小型車両系建設機械の運転業務に係る特別教育 1回
・車両系建設機械運転技能講習などの技能講習  22回 ・のり面ロープ高所作業特別教育などの特別教育  18回
・その他、建設業等における熱中症予防教育など  21回
　合計 63 回

安全衛生講習会を開催
し、目標の達成に努める。

資料１



基準年度 計画初年度 目標年度 実績 実績 実績 実績
令和元年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024

取　組　項　目

(◎・・・主要指標)
令和6年度の取組状況 今後の取組について

基準年度 計画初年度 目標年度 実績 実績 実績 実績
令和元年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024

11 ICT活用工事実施率(県
工事)

対象工事
の５割

対象工事の
８割

約5割
(参考値)

6割
(参考値)

7割
(参考値)

8割
(参考値)

ICT活用工事の普及・拡大に向けた取組を実施した。
・令和元年度より、「簡易型ICT活用工事」を制度化
・令和2年3月より、「地盤改良工」等に適用を拡大
・令和3年度より、「総合評価落札方式」において「ICT施工プロセス」を評価
・令和5年3月に、「徳島県インフラＤＸ推進プラン」を策定
・令和5年4月より、「小規模工事」等に適用を拡大
・令和6年5月より、「土工」を対象に「発注者指定型」を導入した。

引き続き、「徳島県インフラ
ＤＸ推進プラン」に基づき、
ICT活用工事の普及・拡大
を図り、目標の達成に努め
る。

12 遠隔臨場の推進(県工事) 試行 実装・拡大 原則全ての
県工事 実装・拡大 実装・拡大 実装・拡大 実装・拡大

遠隔臨場の普及・拡大に向けた取組を実施した。
・令和3年度より、全ての工事を対象に「受注者希望型」を導入した。
・令和4年度より、「発注者指定型」の対象を土木工事については、設計金額5千万円以上で、営繕工事については
設計金額7千万円以上で試行した。
・令和5年3月に、「徳島県インフラＤＸ推進プラン」を策定
・令和6年5月より、「発注者指定型」の対象を土木工事については、設計金額3千万円以上に拡大

引き続き、「徳島県インフラ
ＤＸ推進プラン」に基づき、
「発注者指定型」の対象拡
大を図り、目標の達成に努
める。

13 労働安全衛生講習会の
開催 70回 70回以上 140回以上

(累計)
210回以上

(累計)
280回以上

(累計)
350回以上

(累計) 70回 150回
(累計)

217回
(累計)

280回
(累計)

建設現場の事故防止のため安全衛生講習会を開催した。
[安全衛生講習会の開催状況]
・建設業従事者安全講習セミナー  1回　・小型車両系建設機械の運転業務に係る特別教育 1回
・車両系建設機械運転技能講習などの技能講習  22回 ・のり面ロープ高所作業特別教育などの特別教育  18回
・その他、建設業等における熱中症予防教育など  21回
　合計 63 回

引き続き、安全衛生講習
会を開催し、目標の達成に
努める。

◎14
建設業就業者数(国勢調
査)

R２調査結果
(25,059人)

25,059人
以上 ― ― ― ―

◎15
建設業就業者に占める若
者(29歳以下)の割合(国
勢調査)

R２調査結果
(8.5%) 8.5％以上 ― ― ― ―

◎16
建設業就業者に占める女
性の割合(国勢調査)

R２調査結果
(16.4％) 16.4％以上 ― ― ― ―

17 建設キャリアアップシステム
の導入促進 ― 完全実施を

目指す
完全実施を

目指す

登録
事業者数
933者

(参考値)

登録
事業者数
1,147者

（参考値）

登録
事業者数
1,428者

（参考値）

登録
事業者数
1,552者

（参考値）

CCUSの普及・拡大に向けた取組を実施した。
・CCUS登録・運用促進セミナー　 ２日間
・「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の「受注者希望型」の対象を設計金額5千万円以上の工事に拡大し
た。

引き続き、CCUSの普及・
拡大を支援し、目標の達成
に努める。

18 国家資格受験準備講習
会参加者数 97人 150人

以上

300人
以上

(累計)

450人
以上

(累計)

600人
以上

(累計)

750人
以上

(累計)
289人 632人

(累計)
975人
(累計)

1,187人
(累計)

国家資格受験準備講習会を開催した。
[県主催]
・1級及び2級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会 　98人
[(一社)徳島県建設業協会主催]
・2級土木施工管理技術検定試験受験ほか 114人
　　合計 212人

引き続き、関係団体と連携
し、国家資格受験準備講
習会を開催し、資格取得の
支援に努める。

19 建設ＤＸ推進講習会の
開催 ー ３回以上 6回以上

(累計)
9回以上
(累計)

12回以上
(累計)

15回以上
(累計) ３回 8回

(累計)
13回
(累計)

19回
(累計)

建設DX推進講習会をオンラインや対面形式により開催した。
・経営者を対象とした「建設業経営者支援セミナー」
・技術者を対象としたオンライン形式による「i-Construction技術講習会」
・技術者を対象とした体験型の「ICT活用技術講習会」、など

引き続き、関係団体と連携
し、目標の達成に務める。

20 ＡＳＰ導入工事数(県工
事) 20件 40件

以上
80件
以上

120件
以上

160件
以上

200件
以上 87件 245件 312件 273件

「情報共有システム(ASP)」導入工事の普及・拡大に向けた取組を実施した。
・平成30年度より「受注者希望型」を導入
・令和3年度より設計金額１億円以上の土木工事を対象に「発注者指定型」を導入
・令和4年度より設計金額5千万円以上の土木工事を対象に「発注者指定型」を拡大
・令和5年度より委託業務に「受注者希望型」を導入
・令和6年度より設計金額3千万円以上の土木工事を対象に「発注者指定型」を拡大

引き続き、対象工事の拡大
を図り、目標の達成に努め
る。また、実績を踏まえ、今
後、数値目標の再検討を
行う。

21 若者・女性向け魅力発信
事業の実施 10回 10回以上 20回以上

(累計)
30回以上

(累計)
40回以上

(累計)
50回以上

(累計) 13回 28回
(累計)

38回
(累計)

56回
(累計)

新たな担い手を確保するため、若者・女性に向けて、建設産業の魅力を発信した。
・小学校、中学校、高校を訪問して建設産業の魅力を発信する「出前講座」　13回（９月～２月実施予定）
・高校生の「建設工事現場見学会」　3回
・「とくしま防災フェスタ２０２４」への出展　1回
・小学５・６年生、中学生及び保護者を対象に工事現場の見学を行う「親子インフラバスツアー」　1回
　合計 18回

引き続き、建設産業の魅力
発信事業を実施する。

22
「とくしま建設業Ｗｅｂ広
報」への建設産業魅力発
信動画掲載数

－ ２本以上 ４本以上
(累計)

６本以上
(累計)

８本以上
(累計)

10本以上
(累計) 3本 4本

(累計)
6本

(累計)
6本

(累計)

掲載する動画を検討、年度内に掲載予定。
・小学校での「出前講座」、「とくしま防災フェスタ２０２４」で建設業ＰＲ動画を活用
・関連団体が参加するイベントへのＰＲ動画貸し出し

引き続き、建設産業の魅力
を発信し、目標の達成に努
める。

経営事項審査や格付において、若年者及び女性職員の雇用を評価するとともに、総合評価落札方式においては、若
手技術者や女性技術者の配置の評価を行った。
また、働き方改革を推進するため、時間外労働の上限規制の適用開始を踏まえた週休２日制の導入を加速するた
め、工事現場の週休２日に取り組む「担い手確保モデル工事（現場閉所型）」の「発注者指定型」の対象を全ての
土木工事、営繕課が発注する新築工事、無人改修工事、解体工事に拡大するとともに、「更なる余裕のある工期」を
確保するため、「実工事日数」、「後片付け日数」を見直した。
さらに、建設現場の環境改善として、快適トイレの設置対象工事を設計金額3千万円以上の工事に拡大した。

引き続き、企業評価や入札
制度において、若年者や女
性の評価を継続するととも
に、魅力発信事業などの取
組により、目標の達成に努
める。

Ⅳ  処遇の改善及び建設業の持続的発展に向けた取組の推進

取　組　項　目

(◎・・・主要指標)
令和6年度の取組状況 今後の取組について


